
※該当施設に✓を入れてください。

新海面処分場埋立地及び中央防波堤外側埋立地
東京都江東区海の森三丁目地先

中央防波堤内側埋立地（中防内側受入基地）
東京都江東区海の森三丁目 捨印 （様式　７）

印

　資源有効利用促進法省令及びストックヤード運営事業者登録制度により、

令和５年５月２６日以降に新たに請負契約を締結した工事から「土砂受領書」が必要となります。

対象は、500㎥以上の搬出

保存期間は５年間となっております。再発行はできませんので大事に保管してください。

【東京港埠頭(株)記入欄】

整　　理　　番　　号

東京都港湾局長　殿 日令和 年 月

建設発生土搬入終了届
利用調整番号

次のとおり、建設発生土の搬入が終了したので届け出ます。

申

込

者

住 所

名称及び
代 表 者

工 事 件 名

最 終 搬 入 日 令和 年 月 日

申 込 土 量

㎥

．0 ㎥

．
※事前に土量をご確認ください。

※中央防波堤内側埋立地に搬入された場合の注意事項

下記搬入終了確認書をもって「土砂受領書」とする。

受領書発行日は、下記受付月日（終了届受付月日）とする。

課 長 係 長 審 査 担 当 者 受 付 月 日

搬 入 土 量


